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は し が き

　国民健康保険制度は、制度創設以来、我が国の「国民皆保険制度」の基礎として重要

な役割を果たしており、地域医療の確保と地域住民の健康保持・増進に大きく貢献して

きました。

　しかしながら、急速な少子高齢化の進展や就業構造の変化を受け、市町村国民健康保

険の被保険者は、年金生活者や短時間労働の被用者が多数を占めるようになり、被用者

保険制度に比べ、被保険者の年齢構成が高いこと等から医療費水準が高く、被保険者の

所得水準が低いことや、更には、所得に占める保険料が重いといった構造的な問題を抱

えています。

　このような問題を解決し、将来にわたって国民健康保険制度の安定的な運用が可能と

なるよう、国においては、平成27年 5 月に「持続可能な医療保険制度を構築するための

国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度からは、都道府県が財

政運営の責任主体となることなどにより、制度の安定化を図ることとなりました。

　現在、新制度への移行に向けた準備が進められているところですが、国民健康保険の

安定的な財政運営や効率的な事業運営を確保していくためには、制度移行の準備段階は

もちろん、新制度へ移行した後においても、これまで以上に数値データの活用が重要に

なると見込まれます。

　本書は、各保険者から提出された平成27年度の国民健康保険事業状況報告書（事業月

報・事業年報）等に基づいて、本県における国民健康保険事業の状況を集計・分析した

ものです。新制度への移行準備も含め、今後の事業運営に活用していただければ幸いで

す。

　平成29年 7 月

山 口 県

山口県国民健康保険団体連合会
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退職被保険者等
本　　人　 ……… ７ 割 給 付

被扶養者 ……… ７ 割 給 付

高 齢 受 給 者…
70歳以上75歳未満

一　　般 ……… ８ 割 給 付

現役並み所得者 ……… ７ 割 給 付

未 就 学 児 ……… ８ 割 給 付

山口県国民健康保険・保険者別療養給付一覧表
（平成28年 3 月31日現在）



　本書における用語の関係及び国民健康保険事業運営の指標となる諸率の主なものについて

説明を加える。また、国民健康保険の被保険者は、一般被保険者、退職被保険者等に区分さ

れている。

１　この統計表の中で使用している数値の関係は以下のとおりです。

保険給付費 医…療…給…付…費＝ その他の保険給付費＋

医療給付費 療養諸費保険者負担分＝ 高額療養費給付額＋

療養諸費費用額

診療費費用額

全被保険者分

療養の給付等
費　…用　…額

療養の給付等費用額

入院費用額

事業年報Ｃ表

診療費費用額

訪問看護費用額

移送費費用額

＝

＝

＝

＝

療…養…費…費…用…額

入院外費用額 歯科費用額

事業年報Ｆ表

調剤費用額 食事・生活療養費

＋

＋ ＋

＋ …（その他の保険給付を除く）

＋

＋

＋ ＋

用 語 の 説 明

入　院 入院外 歯　科 調　剤 食事・生活療養費 訪問看護
療…養…費

食事・生活
療……養……費

（差額支給分）
療養費 移送費

← 診 療 費 →

← 療 養 の 給 付 →

← 療 養 の 給 付 等 → ← 療 養 費 等 →

← 療 養 諸 費 →



２　この統計表の中の各諸率等の算出方法は以下のとおりです。

受　診　率 受診件数＝ 被保険者数÷ ×100

　100人当たり受診件数で、算出は各区分の受診件数を年間平均被保険者数で除して得た数に100を
乗じて得た数。（小数点以下第４位四捨五入）

１日当たり費用額 費　用　額＝ 受診日数÷

　１日当たりの費用額で、算出は各区分の費用額を受診日数で除して得た数。（円未満四捨五入）

１件当たり日数 受診日数＝ 受診件数÷

　１件当たりの受診日数で、算出は各区分の受診日数を受診件数で除して得た数。（小数点以下第
３位四捨五入）

１人当たり費用額 費　用　額＝ 被保険者数÷

　被保険者１人当たりの費用額で、算出は各区分の費用額を年間平均被保険者数で除して得た数。
（円未満四捨五入）

１件当たり費用額 費　用　額＝ 受診件数÷

　１件当たりの費用額で、算出は各区分の費用額を受診件数で除して得た数。（円未満四捨五入）

１人当たり療養諸費費用額 療養諸費計＝ 被保険者数÷

　被保険者 1人当たりの療養諸費費用額で、算出は療養諸費計を年間平均被保険者数で除して得た
数。（円未満四捨五入）

（注）合計項目の数値が、各構成項目の合計値と一致しない場合があるが、これは単位未満四捨
五入によるものである。
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    サ  国保財政安定化支援事業繰入金 
     国民健康保険の財政の安定化及び一般被保険者に係る保険料（税）負担の公平

並びに市町村間における一般被保険者に係る保険料（税）の負担の平準化に資す
るため、保険者の責めに帰すことのできない理由により国民健康保険の財政が受
ける影響を勘案して算定した額を、一般会計から国保特別会計へ繰り入れること
ができるものとされている。 

   シ  国保被保険者負担軽減対策費助成金 
       福祉医療費助成措置に係る前年度分の国保国庫負担金減額相当額を、一般会計

から国保特別会計へ繰り入れた額で、当該減額相当額の１/２を県が負担する。 
   ス  国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金 
       市町村の４０歳以上の被保険者を対象に糖尿病等に着目した健康診査及び保健

指導（特定健康診査・特定保健指導）の実施に要する費用のうち政令で定めるも
のの１/３相当額を国と県がそれぞれ負担する。 

 
６ 保健事業 
  保険者は、被保険者の健康の保持増進のため必要な事業を行うよう努めなければならな

い。また、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため必要な事業を行うことができる。 
  保険者が行っている主な保健事業は次のとおりである。 
 
 (1)  健康教育 
 (2)  健康相談 
 (3)  健康診査 
 (4)  その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のため必要な事業 
 (5)  療養のために必要な用具の貸し付け 
 (6)  診療所（病院）の設置 
 (7)  その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業 
 
７ 特定健康診査及び特定保健指導 
  高齢者の医療の確保に関する法律第２０条及び第２４条の規定により、保険者は、

特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより特定健康診査
及び特定保健指導を行うものとされている。 

  なお、国及び県は市町村に対し、健診・保健指導に要する費用のうち政令で定める
ものの１/３に相当する額をそれぞれ負担する。 

 
８ 国民健康保険団体連合会 
 (1)  設立の目的 

保険者が共同して国民健康保険事業の目的を達成するために設立する団体である。 

(2)  性格及び組織 

      国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）は、その区域における保険
者をもって会員とする公法人である。都道府県の区域を区域とする連合会に、その 
区域内の３分の２以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、
すべてその連合会の会員となる。 

 (3)  事 業 
   各連合会の規約の定めるところによるが、その主なものは次のとおりである。 
    ア 保険者の事務の共同処理 
  イ 診療報酬等の審査及び支払 
  ウ 特定健康診査・特定保健指導に関する事業 
  エ 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業の実施 
  オ 国民健康保険運営資金の融資 
  カ 保健事業 
  キ 国民健康保険に関する調査及び研究 
  ク 国民健康保険に関する広報及び研修等保険者の円滑な事業運営に資する事業そ

の他この会の目的を達成するために必要な事業 
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Ⅱ 　 事 業 概 要
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収　支　差　引　残　内　訳

黒字保険者 赤字保険者数
年　度　別 収入決算額 支出決算額 収支差引額

保険 保険
剰　余　金 不　足　金

者数 者数

平成16年度 137,300,014,019

144,101,694,407

154,390,214,606

170,204,449,577

159,517,829,914

163,325,081,418

166,390,220,092

172,060,871,886

179,657,618,088

180,959,261,404

183,642,584,769

205,420,393,334

133,373,629,240

140,564,482,002

150,900,319,282

167,977,827,793

156,419,544,091

159,985,289,296

162,562,445,825

167,845,100,416

173,785,867,916

174,682,773,919

177,176,338,778

200,674,223,173

3,926,384,779 33 3,978,299,261 1 51,914,482

17 3,537,212,405 34 3,537,212,405 － － 

18 3,489,895,324 23 3,489,895,324 － － 

19 2,226,621,784 21 2,226,621,784 － － 

20 3,098,285,823 18 3,431,487,186 3 333,201,363

21 3,339,792,122 19 3,347,561,826 1 7,769,704

22 3,827,774,267 20 3,827,774,267 － － 

23 4,215,771,470 20 4,215,771,470 － － 

24 5,871,750,172 19 5,900,802,881 1 29,052,709

25 6,276,487,485 19 6,280,234,795 1 3,747,310

26 6,466,245,991 20 6,466,245,991 － － 

27 4,746,170,161 20 4,746,170,161 － － 
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図 2　平成２７年度収支状況内訳（山口県）
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図 3　平成２６年度収支状況内訳（全国）
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図４　１人当たり療養諸費と１人当たり保険料（税）

現年度分調定額（３〜２ベース）　　　
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